












２００３年４月１日現在

１ 農業関係（２職種５作業） ５ 繊維・衣服関係（９職種１５作業）
作業名 作業名

施設園芸 前紡工程作業
畑作・野菜 精紡工程作業
養鶏 巻糸工程作業
養豚 合撚糸工程作業
酪農 準備工程作業

製織工程作業
２ 漁業関係（１職種６作業） 仕上工程作業

作業名 糸浸染作業
かつお一本釣り漁業 靴下製造作業
まぐろはえ縄漁業 丸編みニット製造作業
いか釣り漁業 婦人子供既製服製造作業
まき網漁業 紳士既製服製造作業
底曳網漁業 寝具製作作業
流し網漁業 帆布製品製造作業

ワイシャツ製造作業
３ 建設関係（２１職種３１作業）

作業名 ６ 機械・金属関係（１５職種２８作業）
パーカッション式さく井工事作業 作業名
ロータリー式さく井工事作業 鋳鉄鋳物鋳造作業
ダクト板金作業 銅合金鋳物鋳造作業
冷凍空気調和機器施工作業 軽合金鋳物鋳造作業
木製建具手加工作業 ハンマ型鍛造作業
大工工事作業 ホットチャンバダイカスト作業
型枠工事作業 コールドチャンバダイカスト作業
鉄筋組立て作業 普通旋盤作業
とび作業 フライス盤作業
石材加工作業 金属プレス作業
石張り作業鉄 構造物鉄工作業
タイル張り作業 機械板金作業
かわらぶき作業 電気めっき作業
左官作業溶 溶融亜鉛めっき作業
建築配管作業 陽極酸化処理作業
プラント配管作業 治工具仕上げ作業
保温保冷工事作業 金型仕上げ作業
プラスチック系床仕上げ工事作業 機械組立仕上げ作業
カーペット系床仕上げ工事作業 機械検査作業
鋼製下地工事作業 機械保全作業
ボード仕上げ工事作業 電子機器組立て作業
カーテン工事作業 回転電機組立て作業
ビル用サッシ施工作業 変圧器組立て作業
シーリング防水工事作業 配電盤・制御盤組立て作業
コンクリート圧送工事作業 開閉制御器具組立て作業
ウェルポイント工事作業 回転電機巻線製作作業
壁装作業 プリント配線板設計作業
押土・整地作業 プリント配線板製造作業
積込み作業
掘削作業 ７ その他（８職種１６作業）
締固め作業 作業名

〈参考〉 家具手加工作業
に｢建築塗装作業｣と｢鋼橋塗装作業｣の2作業がある。 オフセット印刷作業

４ 食品製造関係（６職種１１作業） 書籍製本作業
作業名 雑誌製本作業

缶詰巻締 商業印刷物製本作業
節類製造 圧縮成形作業
加熱乾製品製造 射出成形作業
調味加工品製造 インフレーション成形作業
くん製品製造 手積み積層成形作業
塩蔵品製造 建築塗装作業
乾製品製造 金属塗装作業
発酵食品製造 鋼橋塗装作業
かまぼこ製品製造作業 噴霧塗装作業

手溶接
半自動溶接

食鳥処理加工作業 工業包装作業

注）１ ＊の職種は，ＪＩＴＣＯ認定職種

工業包装

寝具製作
帆布製品製造

製本

プラスチック成形

強化プラスチック成形

塗装

電子機器組立て

電気機器組立て

職種名

プリント配線板製造

職種名

ｱﾙﾐﾆｳﾑ陽極酸化処理

仕上げ

機械検査
機械保全

鋳造

鉄工

ハム・ソーセージ・ベーコン製造作

家具製作
印刷

缶詰巻締 ＊

加熱性水産加工食品
製造業 ＊

職種名

ほかに建設に関係するものとして、別掲の塗装職

溶接 ＊

技能実習移行対象職種（６２職種1１２作業）

紡績運転 ＊

織布運転 ＊

染色

職種名職種名

職種名

配管

熱絶縁施工

内装仕上げ施工

食鳥処理加工業 ＊

建設機械施工 ＊

非加熱性水産加工食
品製造業 ＊

水産練り製品製造
ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

ニット製品製造

婦人子供服製造
紳士服製造

表装

サッシ施工
防水施工
コンクリート圧送施
ウェルポイント施工

型枠施工
鉄筋施工
とび

石材施工

建築板金
冷凍空気調和機器施
建具製作
建築大工

漁船漁業 ＊

さく井

耕種農業 ＊

畜産農業 ＊

職種名

布はく縫製

金属プレス加工

鍛造

ダイカスト

機械加工

タイル張り
かわらぶき
左官

工場板金

めっき







ワールドカップは，世界中が注目する国際的規模の大会であり，同大

，会の安全な実施は国際社会に対する開催国としての責務であることから

出入国管理行政としてもこれに貢献するべく，同大会の円滑な実施を妨

げる，いわゆるフーリガンへの対策として，我が国で開催される国際的

，な競技会や会議に関連して暴行等を行うおそれのある者の上陸を拒否し

さらに，国内においてこのような行為を行った者を迅速に国外に退去さ

せるための上陸拒否事由及び退去強制事由を入管法に新設した（平成１

４年３月１日施行）ところ，ワールドカップ開催中は，全国の空海港に

おいて，厳格な出入国審査を実施し，ワールドカップ開催直前（５月２

６日）から決勝戦終了（６月３０日）までの間，いわゆるフーリガンの

上陸を阻止するために新設された入管法５条１項５号の２（以下「いわ

ゆるフーリガン条項」という ）に該当する者等大会の安全対策上問題。

となると思われる者の上陸を拒否した。

(2) 「留学」及び「就学」の在留資格に関する日本語教育機関の告示の改正

平成１３年３月３０日，日本語学習を目的とする留学生・就学生の入国

に関し，法務大臣が日本語教育機関の施設及び編制についての審査及び証

，明を行う事業を認定する制度を導入する旨入管法施行規則の一部を改正し

同年５月３１日には，財団法人日本語教育振興協会（以下「日振協」とい

う ）を同事業者として認定したことにより，日本語学習を目的として入。

国する留学生・就学生を受け入れることができる日本語教育機関を告示で

定める場合に，日振協の審査結果を参考とすることができるようになった

ことから，業務の迅速化・効率化が図られたところ，平成１４年度におい

ては，日本語学習を目的として入国する留学生・就学生を受け入れること

ができる日本語教育機関を告示で定める告示を５回改正し 「留学」及び，

「就学」の在留資格に関して，専修学校等において日本語教育を行う教育

機関として新たに６３校を追加し，平成１５年３月３１日現在，法務大臣

が告示をもって定めた日本語教育機関は３８６校となった。

(3) 審査の迅速・適正化に向けた入管法の改正

近年，外国人の入国・在留形態が多岐にわたっていることに伴い，その

審査業務も複雑かつ困難化していることから，従来から，法務大臣が行う

外国人の上陸又は在留に関する許可等の審査において，提出された書類の

記載内容に疑義がある場合，書類のみでは事実関係が判然としない場合等

， ， ，にあっては 地方入国管理局の入国審査官が 法務大臣の補助機関として

外国人本人又は関係者の出頭を求めて質問をし，関係機関に必要な事項を

照会するなど，任意の行政調査を実施していたが，今後，的確な審査を行

うために，このような調査が更に重要となることにかんがみ，これらの調

査の的確かつ円滑な実施を確保するため，法務大臣が入国審査官に事実の

調査をさせることができる根拠を法律上明確にしておくこととし，また，

入管法に規定する法務大臣の許可権限の一部を地方入国管理局長へ委任す

ることによって入国・在留審査業務の迅速な処理を促進するための入管法

の改正を行い，平成１４年３月１日から施行されたところ，平成１４年度

は，より積極的に実態調査を行うなど改正入管法を確実に履行した。

(4) 教育機関に対する指導

留学生・就学生の入国・在留審査に当たっては，学生の在籍管理が適正

に行われている教育機関からの申請については，できる限り提出書類の縮

減を行う等の措置をとる等教育機関の在籍管理能力に応じた取扱いを推進

し，留学生・就学生の円滑かつ適正な受入れの促進を図っているところ，

一部の教育機関において，学生の選抜にあたって勉学意欲の確認が十分に

行われていない，学生の所在やアルバイト先を把握していないため，学業

，がおろそかになるなど在籍管理が不十分であるなどの問題が発生したため












